
宮
崎
市
議
会
会
議
録
様
式
例

別紙２
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【会議録の仕様】

体 裁

Ａ４版縦長、上下２段縦組み（段の幅３５．９字、間隔６．３３字）、

１行３５字、１段２６行
※表記やフォント等については、各頁にある四角枠内に記載

それ以外の文字のポイントや記載内容の補足については、注記としてふきだしで

記載

頁設定

余白 上端３０ｍｍ 下端２０ｍｍ

右端２０ｍｍ 左端２０ｍｍ

ヘッダー １５ｍｍ

フッター １０ｍｍ

改行時の処理 禁則処理を行う

禁則文字の設定 高レベル

カーニング 半角英字のみ

頁番号 「－ Ｘ －」（ＭＳ明朝９．５ポイント）で記載する
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会
期
及
び
審
議
日
程

会

期

○
月
二
十
一
日
～
○
月
十
三
日
（
二
十
二
日
間
）

審
議
日
程

□
月

七
日

□
月

六
日

□
月

五
日

□
月

四
日

□
月

三
日

□
月

二
日

□
月

一
日

□
月
二
十
九
日

□
月
二
十
五
日

～

□
月
二
十
八
日

□
月
二
十
四
日

□
月
二
十
三
日

□
月
二
十
二
日

□
月
二
十
一
日

月

日

土金木水火月日土 火～金 月日土金曜

休

会

各

常

任

委

員

会

本

会

議

本

会

議

本

会

議

本

会

議

本

会

議

休

会

休

会

休

会

休

会

休

会

休

会

本

会

議

会

議

名

付
託
案
件
の
審
査

議
案
第
□
号
～
議
案
第
□
号
（
質
疑
・
委
員
会
付
託
）

報
告
第
□
号
（
質
疑
・
終
了
）

一
般
質
問

一
般
質
問

一
般
質
問

一
般
質
問

議
案
熟
読

（
□
□
の
日
）

（
天
皇
誕
生
日
）

会
期
の
決
定

議
案
第
□
号
～
議
案
第
□
号

（
説
明
）

報
告
第
□
号

内

容

【会期及び審議日程】

（表記について）

・審議日程は、会期中全ての日を記載

（フォントについて） ※注記以外

目次：MS明朝 9.5ポイント

・MSゴシック 12ポイント

【月日】

・セルの高さ 28.2mm

・セル内、縦横、中央揃え

・「月日」は、7文字で均等割

【曜日】

・セルの高さ 2.5mm

・セル内、縦横、中央揃え

【会議名】

・セルの高さ 31.8mm

・セル内、縦横、中央揃え

・「会議名」は、8文字で均等割

・以下を記載

①本会議

②各常任委員会

③各特別委員会

④決算審査特別委員会（2行に分けて記載）

⑤休会

・外線の太さ1ポイント

・内線の太さ0.5ポイント

・12ポイント4.5字スペース
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□
月

十
三
日

□
月

十
二
日

□
月

十
一
日

□
月

十
日

□
月

九
日

□
月

八
日

金 木水火月日

本

会

議

休

会

各

常

任

委

員

会

各

常

任

委

員

会

各

常

任

委

員

会

休

会

議
案
第
□
号
～
議
案
第
□
号
（
説
明
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
）

諮
問
第
□
号
及
び
諮
問
第
□
号
（
説
明
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
）

議
案
第
□
号
～
議
案
□
号
（
委
員
長
報
告
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
）

委
員
会
提
出
議
案
第
□
号

委
員
会
提
出
議
案
第
□
号
（
説
明
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
）

委
員
会
提
出
議
案
第
□
号

委
員
会
提
出
議
案
第
□
号
（
説
明
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
）

議
員
提
出
議
案
第
□
号
（
説
明
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
）

付
託
案
件
の
審
査

付
託
案
件
の
審
査

付
託
案
件
の
審
査

【内容】

・セルの高さ 163mm

・セル内、縦横、中央揃え

・「内容」は、議事日程と合わせて、以下を記載

①議案第□号～議案□号

②報告第□号

③諮問第□号及び諮問第□号

④委員会提出議案第□号

⑤議員提出議案第□号

⑥会期の決定

⑦議案熟読

⑧一般質問

⑨付託案件の審査

⑩祝日の場合は「（）」の中に祝日名を記載
※次第書を確認し、一括で諮る場合は「 」で記載）

※①～⑤については、次第書を確認し、内容の下に流れを必要に応じて

「（説明・質疑・討論・表決・委員会付託・委員長報告）」を記載、

流れの間は、中点（・）で記載

※次第書で一括で諮っているものの中で、同じ流れの場合は、均等割付す

る
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付
議
事
件
名
及
び
会
議
の
結
果

［
委
員
会
提
出
議
案
］

番

号

件

名

会
議
の
結
果

一

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
条
例
案

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
原
案

可
決

［
議
員
提
出
議
案
］

番

号

件

名

会
議
の
結
果

一

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
を
求
め
る
意
見
書
案

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
否

決

［
市
長
提
出
議
案
］

番

号

件

名

会
議
の
結
果

一

令
和
□
年
度
宮
崎
市
一
般
会
計
予
算
案

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
原
案
可

決

二

令
和
□
年
度
宮
崎
市
□
□
□
□
特
別
会
計
予
算
案

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
修
正
可

決

三

令
和
□
年
度
宮
崎
市
□
□
□
□
特
別
会
計
予
算
案

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
原

案
可
決

四

令
和
□
年
度
宮
崎
市
□
□
□
□
特
別
会
計
予
算
案

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
原

案
可
決

五

令
和
□
年
度
宮
崎
市
□
□
□
□
特
別
会
計
予
算
案

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
原
案

可
決

六

令
和
□
年
度
宮
崎
市
□
□
□
□
特
別
会
計
予
算
案

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
原
案

可
決

七

令
和
□
年
度
宮
崎
市
□
□
□
□
特
別
会
計
予
算
案

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
原
案
可

決

八

令
和
□
年
度
宮
崎
市
□
□
□
□
特
別
会
計
予
算
案

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
原
案
可

決

九

令
和
□
年
度
宮
崎
市
□
□
□
□
条
例
案
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
原

案
可
決

一
○

宮
崎
市
□
□
□
□
□
□
□
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
同

意

［
諮

問
］

番

号

件

名

会
議
の
結
果

一

□
□
□
□
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
異
議
な

し

［
報

告
］

番

号

件

名

会
議
の
結
果

一

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
終

了

］
］
］
］
］
］
］
］
］
］

・5文字で均等割

］

］

］

］

］

］

］

］］

］］

］

］

］

］

］

］

］

］

］

］

］

］

］

］］］］］

］］

］

］

］

【付議事件名及び会議の結果】

（表記について）

・議案等ごとに会議の結果を記載

（フォントについて） ※注記以外

インデント 行頭 -9ｍｍ

目次：MS明朝 9.5ポイント

①付議事件名及び会議の結果

②[委員会提出議案]

③[議員提出議案]

④[市長提出議案]

⑤[諮問]

⑥[報告]

⑦[請願]

・①～⑦は、MSゴシック 12ポイント

・②～⑦の順番で記載

］
］
］
］
］
］
］
］

］
］

］
］
］
］
］
］
］
］

］
］
］
］
］
］
］
］
］
］

］
］

］
］
］
］
］
］
］
］

］
］
］
］
］
］
］
］
］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］
］

］
］
］
］
］
］
］
］

］
］
］
］
］
］
］
］
］
］

］
］

］
］
］

］
］
］
］
］
］
］
］

］
］
］
］
］
］
］
］
］
］

］
］
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［
請

願
］

番

号

件

名

会
議
の
結
果

一

□
□
□
を
求
め
る
意
見
書
案
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
終

了

<

年
を
ま
た
い
で
継
続
審
査
の
請
願
が
あ
る
場
合>

二
十
九
年

一

□
□
□
を
求
め
る
意
見
書
案
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
終

了

］

］

］

］

］

］
］
］

］
］
］
］
］
］
］
］

］
］
］
］
］
］
］
］
］
］

］
］
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宮崎市告示第□□号

令和□年第□回宮崎市議会（定例会）を次のとおり招集する。

令和□年□月□日

宮崎市長 □ □ □ □

１ 期 日 令和□年□月□□日

２ 場 所 宮崎市議会議場

【告示】

（表記について）

・行数（8、14、25、26行目）に入力

・間隔の目安（2、13、21、25、31、35番目）

に入力

（フォントについて） ※注記以外

目次：MS明朝 10.5ポイント

・MS明朝 14ポイント

・MS明朝 14ポイント

・氏名が３文字（氏２字、名１字）の場合は、

「□ □ □」と記載

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

間隔の目安

1234567891011121314151617181920212223242526

行数

] ] ]

] ] ] ]



署

名

議

員

宮

崎

市

議

会

議

長

□

□

□

□

宮
崎
市
議
会
副
議
長

□

□

□

□

宮

崎

市

議

会

議

員

□

□

□

□

宮

崎

市

議

会

議

員

□

□

□

□

］］
【署名議員】

（表記について）

・行数（6行目）に「署名議員」を記載

・議長、副議長は、本会議の中で進行した者のみ

署名する
例：・改選後すぐの5月臨時会：年長議員、議長、

署名議員2名

・議長選がある5月臨時会：議長（旧）、

議長（新）、副議長(旧）、署名議員2名議長

・控え用の議員名を記載したものと原本用の議員名

を記載したものの２種類を作成する

（フォントについて） ※注記以外

目次：MS明朝 9.5ポイント

（文書スタイルについて）

「署名議員」の記載から、

行の間隔 段落の前 30ポイント

・MS明朝 18ポイント

・5.5字分（22ポイント）スペース

空けて「議員の役職」を記載

・8.6字で均等割

・MS明朝 26ポイント、太字

・MSゴシック 22ポイント

・4.5字分（22ポイント）スペース

空けて「署名議員」を記載

・「署名議員」の間のスペースは半角

］］］

］

］

］

］

］
］

・MS明朝 22ポイント

1234567891011121314151617181920212223242526

行数

］

・氏名が５文字（氏３字、名２字）の

場合は、「□□□ □ □」と記載

・氏名が５文字（氏２字、名３字）の

場合は、「□ □ □□□」と記載

・氏名が２文字（氏１字、名１字）の

場合は、「□ □」と記載

] ]

]]

] ]] ]]



署

名

議

員

宮

崎

市

議

会

議

長

宮
崎
市
議
会
副
議
長

宮

崎

市

議

会

議

員

宮

崎

市

議

会

議

員



宮

崎

市

議

会

会

議

録

【中扉】

（表記について）

・行数（13行目）に入力

・頁数は記載しない

（フォントについて）

目次：MS明朝 31ポイント

・文字の間のスペースは半角

］
］

］

12345678910111
2

1
3

1
4

15161
7

1
8

1
9

2
0

21222
3

2
4

2
5

2
6

行数



目

次

］
］
］

］

【中扉】

（表記について）

・行数（13行目）に入力

・頁数は記載しない

（フォントについて）

目次：MS明朝 31ポイント

123456789101
1

1
2

1
3

1
4

15161
7

1
8

1
9

2
0

212
2

2
3

2
4

2
5

26

行数

］
］
］

］



会

期

及

び

審

議

日

程

付
議
事
件
名
及
び
会
議
の
結
果

］
］

］

・行の間隔、「行間：固定値」

12ポイント

・「会期及び審議日程」を 12 文字

で均等割

【中扉】

（表記について）

・行数（12行目）に入力

・頁数は記載しない

（フォントについて） ※注記以外

目次：MS明朝 31ポイント

1234567891
0

1
1

1
2

131
4

1
5

1
6

1
7

18192
0

2
1

2
2

2
3

24252
6

行数



○
月
二
十
一
日

］
］
］
］
］
］

【中扉】

（表記について）

・行数（13行目）に入力

・頁数は記載しない

（フォントについて）

目次：MS明朝 31ポイント

12345678910111
2

1
3

1
4

1
5

16171
8

1
9

2
0

2
1

222
3

2
4

2
5

2
6

行数
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目

次

会
期
及
び
審
議
日
程

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

□

付
議
事
件
名
及
び
会
議
の
結
果

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

□
□

開

会

□
月
二
十
一
日
（
金
）

会
期
の
決
定

.
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
.

□
□

議
案
第
一
号
か
ら
議
案
第
五
九
号
ま
で

（
説
明
）..

.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
.

□
□

報
告
第
一
号

□
月
二
日
（
月
）

一
般
質
問

□
□
□
□
議
員

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

□
□

□
□
□
□
に
つ
い
て

□
□
□
□
に
つ
い
て

□

□
議
員

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

□
□
□

□
□
□
□
に
つ
い
て

□
□
□
□
に
つ
い
て

(1)

□
□
□
□
に
つ
い
て

(2)

□
月
五
日
（
木
）

一
般
質
問

..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
.

□
□
□

議
案
第
□
号
か
ら
議
案
第
□
□
号
ま
で
（
質
疑
・
委
員
会
付
託
）

.
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
.

□
□
□

報
告
第
□
号
（
質
疑
・
終
了
）

.
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
.

□
□
□

□
月
十
三
日
（
金
）

議
案
第
□
□
号
か
ら
議
案
第
□
□
号
ま
で
（
説
明
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
）

..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
.

□
□
□

諮
問
第
□
号
及
び
諮
問
第
□
号
（
説
明
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
）

..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.

□
□
□

議
案
第
□
号
か
ら
議
案
第
□
□
号
ま
で
（
委
員
長
報
告
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
）

..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
.

□
□
□

【目次】

（表記について）

・目次は中扉ごとにを記載

・表記は中見出しに合わせる

（フォントについて） ※注記以外

本文：MS明朝 9.5ポイント

（文書スタイルについて）

インデックス 行頭 -8.4ｍｍ

］

］

］
］

］］］

］

］

］

］

］

］
］
］
］
］
］

］］

・次第書を確認し、一括で諮る場合

は「 」で記載）
・流れ（説明・質疑・討論・表決・

委員会付託・委員長報告）は、一括

して諮ったもののまん中に記載、

流れの間は、中点（・）で記載

］
］

］
］］］］］

・次第書を確認し、内容の下に流れ

（説明・質疑・討論・表決・委員

会付託・委員長報告）を記載、

流れの間は、中点（・）で記載

・ＭＳ明朝 20ポイント

・中扉、開会・閉会、一般質問する

議員名

MSゴシック 12ポイント

・「一般質問通告者一覧」のとおり

記載する

］

・タブ設定

基本のタブ幅：4.79字

タブ位置 ：74.19字

種類 ：左揃え

リーダー ：・・・・・・(2)

・スペース2.5字

］
］
］
］
］

］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］

］
］
］
］

］
］
］
］
］

］
］
］
］
］

］
］

］
］

］
］

］
］
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委
員
長
報
告

総
務
財
政
委
員
長

.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
.

□
□
□

文
教
民
生
委
員
長

..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
.

□
□
□

決
算
審
査
特
別
委
員
長

..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..

□
□
□

□
□
□
□
特
別
委
員
長

.
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.

□
□
□

質

疑

□
□
□
□
議
員

.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..

□
□
□

討

論

□
□
□
□
議
員

..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
.

□
□
□

委
員
会
提
出
議
案
第
□
号
（
説
明
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
）

..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..

□
□
□

委
員
会
提
出
議
案
第
□
号

委
員
会
提
出
議
案
第
□
号
（
説
明
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
）

.
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
.

□
□
□

委
員
会
提
出
議
案
第
□
号

議
員
提
出
議
案
第
□
号
（
説
明
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
）

..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.
..
..
.
..
..
..
.

□
□
□

閉

会

］］

］］

］］

］］
］

・委員長名のみ記載（議員名は記載

しない）

］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］

］
］
］
］

］
］
］

］
］

］
］
］
］

］
］

］
］］

］



－ X －

令
和
□
年
□
月
二
十
一
日

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

議
事
日
程
第
一
号

令
和
□
年
□
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）

午
前
十
時
開
議

第
一

会
期
の
決
定

第
二

議
案
第
□
号
か
ら
議
案
第
□
□
号
ま
で

第
三

報
告
第
□
号

―
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

日
程
第
一

会
期
の
決
定

日
程
第
二

議
案
第
□
号
か
ら
議
案
第
□
□
号
ま
で

日
程
第
三

報
告
第
□
号

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

出

席

議

員
一
番

□

□

□

□

二
番

□

□

□

□

□

□

三
番

□

□

四
番

－

五
番

－

六
番

－

七
番

－

八
番

－

九
番

－

十
番

－

十
一
番

－

十
二
番

－

十
三
番

－

十
四
番

－

十
五
番

－

十
六
番

－

十
七
番

－

十
八
番

－

十
九
番

－

二

十

番

－

二
十
一
番

－

二
十
二
番

－

二
十
三
番

－

二
十
四
番

－

【議事日程、本日の会議に付した事件、出席者】

（表記について）

・「議事日程」は、議場配付資料の内容を記載

・「○本日の会議に付した事件」は、当日行われた

議事を記載
※「議事日程」から当日追加される議事もある

（議長の選挙、副議長の選挙、修正案の提出 など）

（フォントについて） ※注記以外

見出し ：MSゴシック 13ポイント

その他の本文：MS明朝 9.5ポイント

（文書スタイルについて）

インデント 行頭 -10mm、ぶら下げ 10mm

・MS明朝 14ポイント

・ダッシュ（全角）38字

・ダッシュ（全角）32字

］ ］ ］ ］ ］ ］ ］ ］ ］ ］
］

］］］

］］］

・「出席議員」のスペースは1.5字

・二十（三十、四十）は、

「二（半角スペース）十

（半角スペース）」と記載

・氏名のどちらか３字の場合、

それぞれの字の間に、

半角スペースを入れる

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］
］
］

］
］

］
］

］
］

］
］
］
］

］
］

］
］
］
］

］
］
］
］
］
］
］
］

］
］

］
］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］
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二
十
五
番

□

□

□

□

二
十
六
番

－

二
十
七
番

－

二
十
八
番

－

二
十
九
番

－

三

十

番

－

三
十
一
番

－

三
十
二
番

－

三
十
三
番

－

三
十
四
番

－

三
十
五
番

－

三
十
六
番

－

三
十
七
番

－

三
十
八
番

－

三
十
九
番

－

四

十

番

－

欠

席

議

員

四
十
一
番

□

□

□

□

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

当

局

出

席

者

市

長

□

□

□

□

副

市

長

－

副

市

長

－

企
画
財
政
部
長

－

総

務

部

長

－

危
機
管
理
部
長

－

税

務

部

長

－

環

境

部

長

－

福

祉

部

長

－

地
域
振
興
部
長

－

健
康
管
理
部
長

－

農

政

部

長

－

観
光
商
工
部
長

－

建

設

部

長

－

都
市
整
備
部
長

－

会

計

管

理

者

－－－

監

査

委

員

－

教

育

長

－

教

育

局

長

－

上
下
水
道
局
長

－

消

防

局

長

－

企
画
財
政
部
参
事

兼

財

政

課

長

総
務
部
参
事
兼

総
務
法
制
課
長

・「欠席議員」の間スペースは1.5字

・ダッシュ（全角）32字

］

］

］

］

・役職名は、6.6字で均等割

］
］
］
］

］
］

］
］

］
］

］
］
］
］

］
］

］
］

］
］

］
］
］
］

］
］

］
］

］
］
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─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

議
会
事
務
局
出
席
者

局

長

□

□

□

□

－－－

主

査

－

主

査

－

主

任

主

事

－

主

任

主

事

－

主

任

主

事

－

主

任

主

事

－－

主

査

－

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

午
前
十
時
零
分
開
会

○
□
□
□
□
議
長

こ
れ
よ
り
令
和
□
年
第
□
回
宮
崎
市
議
会
定
例
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

直
ち
に
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
□
□
□
□
議
長

去
る
○
月
○
○
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
全
国
市
議
会
議
長
会
定
期
総
会

に
お
き
ま
し
て
、
十
年
以
上
勤
続
議
員
と
し
て
□
□
□
□
議
員
が
表
彰
を
受
け
ま
し
た
の
で

報
告
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
よ
り
、
表
彰
状
の
伝
達
を
行
い
ま
す
。

□
□
□
□
議
員
、
中
央
に
お
い
で
を
願
い
ま
す
。

〔
受
賞
者
離
席
〕

〔
議
長
、
表
彰
状
受
賞
・
伝
達
の
た
め
離
席
〕

○
□
□
□
□
議
長

表

彰

状宮
崎
市

□

□

□

□

殿

あ
な
た
は
市
議
会
議
員
と
し
て
十
年
市
政
の
振
興
に
努
め
ら
れ
そ
の
功
績
は
著
し
い
も
の

が
あ
り
ま
す
の
で
第
□
□
回
定
期
総
会
に
あ
た
り
本
会
表
彰
規
程
に
よ
っ
て
表
彰
い
た
し
ま

す
。令

和
□
年
□
月
□
□
日

全
国
市
議
会
議
長
会

会
長

□

□

□

□

〔
拍

手
〕

〔
議
長
、
議
長
席
へ
着
席
〕

○
□
□
□
□
議
長

こ
の
際
、
市
長
か
ら
祝
辞
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
し
ま

す
。

〔
市
長
、
祝
辞
の
た
め
離
席
〕

○
□
□
□
□
市
長

一
言
、
お
祝
い
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

･･･

議
事
調
査
課
長
補
佐

兼

議

事

係

長

次

長

兼

議
事
調
査
課
長

総
務
課
長
補
佐

兼

総

務

係

長

議
事
調
査
課
長
補
佐

兼
政
策
調
査
室
長

【議事日程、本日の会議に付した事件、出席者】

（表記について）

・「議事日程」は、議場配付資料の内容を記載

・「○本日の会議に付した事件」は、当日行われた

議事を記載
※「議事日程」から当日追加される議事もある

（議長の選挙、副議長の選挙、修正案の提出 など）

（フォントについて） ※注記以外

見出し ：ＭＳゴシック 13ポイント

発言者名 ：MSゴシック 13ポイント

発言者の前 ：○（MSゴシック）を挿入

その他の本文：MS明朝 9.5ポイント

（文書スタイルについて）

インデント 行頭 -10mm、ぶら下げ 10mm ・ダッシュ（全角）32字

・ダッシュ（全角）32字

・開会、散会、延会、閉会宣言と「○

本日の会議に付した事件」にない

が、場面が切り替わる場合に線を記

載

・ダッシュ（全角）38字

］

］］

］

］

］

］

］

］］

］

］

］

］

］

］］

・開会前の挨拶は記載しない

・「おはようございます。」は記載

しない

・MSゴシック 13ポイント

・右揃え

・情景描写は、〔〕を使って記載

・5字目から記載

・状況に応じて、

〔「○○○」と呼ぶ者あり

〔賛成者起立〕

〔起立〕 などと記載

・役職名は、6.6字で均等割

］
］
］
］

］
］

］
］

］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］

］
］

］
］
］
］

］
］
］
］
］
］
］
］
］
］

］
］
］
］
］
］

］
］
］
］

］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
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本
日
は
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

〔
拍
手
〕

〔
市
長
、
市
長
席
へ
着
席
〕

○
□
□
□
□
議
長

次
に
、
□
□
□
□
議
員
か
ら
挨
拶
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を

許
し
ま
す
。

○
□
□
□
□
議
員

た
だ
い
ま
十
年
の
勤
続
の
表
彰
を
頂
き
ま
し
た
○
○
会
の
○
○
○
○
で

ご
ざ
い
ま
す
。

･･･

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

〔
拍

手
〕

〔
受
賞
者
自
席
へ
着
席
〕

○
□
□
□
□
議
長

以
上
で
、
表
彰
状
の
伝
達
を
終
わ
り
ま
す
。

こ
の
際
、
報
告
い
た
し
ま
す
。

現
金
出
納
検
査
結
果
が
、
令
和
○
年
○
月
○
日
付
宮
監
第
□
号
の
○
、
定
期
監
査
結
果
が
、

令
和
□
年
□
月
□
日
付
宮
監
第
□
号
の
○
ほ
か
○
件
を
も
っ
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ

の
写
し
を
閉
会
中
、
各
議
員
に
送
付
い
た
し
ま
し
た
。

次
に
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
い
た
し
ま
す
。

会
議
録
署
名
議
員
は
、
議
長
に
お
い
て
、
○
○
○
○
議
員
、
○
○
○
○
議
員
を
指
名
い
た

し
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

日
程
第
一

会
期
の
決
定

○
□
□
□
□
議
長

日
程
第
一
、
会
期
の
決
定
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

今
定
例
会
の
会
期
は
、
本
日
か
ら
□
月
□
日
ま
で
の
□
□
日
間
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま

す
。こ

れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
□
□
□
□
議
長

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
会
期
は
□
□
日
間
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

日
程
第
二

議
案
第
□
号
か
ら
議
案
第
□
□
号
ま
で

日
程
第
三

報
告
第
□
号

○
□
□
□
□
議
長

日
程
第
二
、
議
案
第
□
号
か
ら
議
案
第
□
□
号
ま
で
、
日
程
第
三
、
報

告
第
□
号
、
以
上
の
議
案
及
び
報
告
を
一
括
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

こ
の
際
、
議
案
及
び
報
告
に
つ
い
て
、
市
長
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。

○
□
□
□
□
市
長

（
登
壇
）
令
和
□
年
第
□
回
宮
崎
市
議
会
定
例
会
の
開
会
に
当
た
り
、

提
出
案
件
の
説
明
に
先
立
ち
ま
し
て
、
新
年
度
に
お
け
る
施
政
方
針
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
議
員
各
位
を
は
じ
め
、
市
民
の
皆
様
の
御
理
解
と
御
協
力
を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

･･･

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
慎
重
御
審
議
の
上
、
御
賛
同
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
降
壇
）

○
□
□
□
□
議
長

説
明
は
お
聞
き
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

本
件
に
対
す
る
質
疑
は
、
□
月
□
日
に
行
う
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

質
疑
を
さ
れ
る
方
は
、
□
月
□
日
の
午
前
九
時
三
十
分
ま
で
に
発
言
通
告
書
を
議
会
事
務

局
へ
提
出
願
い
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

議
案
熟
読
の
た
め
、
□
月
□
□
日
か
ら
□
□
日
ま
で
休
会
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
□
□
□
□
議
長

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
お
諮
り
い
た
し
ま
し
た
と
お
り
決
し
ま
し
た
。

］］

］

］

］］］］

］

・○「本日の会議に付した事件」の

日程を記載

・一括で諮っている場合は、日程を

複数一緒に記載

・「○本日の会議に付した事件」に記載

している議事は、「ー ○ ー」で区切

って記載

ダッシュ（全角）上17字、下18字

］

］

］

］］］

］

］

］］

］

］

］

・演壇での発言は、（登壇）、

（降壇）と記載

］］

］

］］］］］］

］

］

］

］
］
］
］

］］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］
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次
の
本
会
議
は
、
□
月
□
日
午
前
十
時
に
開
き
一
般
質
問
を
行
い
ま
す
。

一
般
質
問
を
さ
れ
る
方
は
、
発
言
通
告
書
を
□
月
□
□
日
の
正
午
ま
で
に
議
会
事
務
局
へ

提
出
願
い
ま
す
。

な
お
、
質
問
の
順
序
は
抽
せ
ん
に
よ
っ
て
決
め
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
質
問
の
通
告
を

さ
れ
た
方
は
、
□
月
□
□
日
の
午
後
一
時
に
全
員
協
議
会
室
に
お
集
ま
り
を
願
い
ま
す
。

以
上
で
、
本
日
の
日
程
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
□
□
□
□
議
長

本
日
は
、
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。午

前
□
時
□
□
分
散
会

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

］］］］

］

・MSゴシック 13ポイント

・右揃え

・状況に応じて

午前□時□分開会

午前□時□分再開

午前□時□分散会

午前□時□分閉会 などと記載

（時間の表記）

午前10時開会の場合

（正）午前十時零分

（誤）午前十時00分

（誤）午前十時0分

・開会、散会、延会、閉会宣言、暫時

休憩、及び「○本日の会議に付した

事件」にないが、場面が切り替わる

場合に線を記載

・ダッシュ（全角）38字
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【
そ
の
他
特
殊
な
記
載
例
】

一
、
一
般
質
問
の
場
合

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
□
□
□
□
議
長

日
程
第
□
、
一
般
質
問
を
行
い
ま
す
。

一
般
質
問
の
通
告
者
は
二
十
名
で
あ
り
ま
す
。

質
問
の
順
位
は
、
抽
せ
ん
に
よ
り
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

質
問
の
順
位
、
氏
名
を
局
長
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
□
□
□
□
議
会
事
務
局
長

朗
読
い
た
し
ま
す
。

一
番
目
□
□
□
□
議
員
、
二
番
目
□
□
□
□
議
員
、
三
番
目
□
□
□
□
議
員
、
四
番
目
□

□
□
□
議
員
、
五
番
目
□
□
□
□
議
員
、
六
番
目
□
□
□
□
議
員
、
七
番
目
□
□
□
□
議
員
、

八
番
目
□
□
□
□
議
員
、
九
番
目
□
□
□
□
議
員
、
十
番
目
□
□
□
□
議
員
、
十
一
番
目
□

□
□
□
議
員
、
十
二
番
目
□
□
□
□
議
員
、
十
三
番
目
□
□
□
□
議
員
、
十
四
番
目
□
□
□

□
議
員
、
十
五
番
目
□
□
□
□
議
員
、
十
六
番
目
□
□
□
□
議
員
、
十
七
番
目
□
□
□
□
議

員
、
十
八
番
目
□
□
□
□
議
員
、
十
九
番
目
□
□
□
□
議
員
、
二
十
番
目
□
□
□
□
議
員
。

以
上
で
あ
り
ま
す
。

○
□
□
□
□
議
長

ま
ず
、
□
□
□
□
議
員
の
発
言
を
許
し
ま
す
。

○
□
□
□
□
議
員

（
登
壇
）
皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
。

･･･

以
上
で
、
壇
上
か
ら
の
質
問
を
終
わ
り
ま
す
。
（
降
壇
）

○
□
□
□
□
市
長

（
登
壇
）
□
□
□
□
議
員
の
御
質
問
に
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

･･･以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
降
壇
）

二
、
質
疑
が
行
わ
れ
た
場
合

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

日
程
第
□

議
案
第
□
□
号
か
ら
議
案
第
□
□
号
ま
で

日
程
第
□

報
告
第
□
号
か
ら
報
告
第
○
□
号
ま
で

○
□
□
□
□
議
長

日
程
第
□
、
議
案
第
□
□
号
か
ら
議
案
第
□
□
号
ま
で
、
日
程
第
二
、

報
告
第
□
号
か
ら
報
告
第
□
□
号
ま
で
、
以
上
の
議
案
及
び
報
告
を
一
括
し
て
議
題
と
い
た

し
ま
す
。

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。

質
疑
の
通
告
が
あ
り
ま
す
の
で
、
順
次
こ
れ
を
許
し
ま
す
。

ま
ず
、
□
□
□
□
議
員
の
発
言
を
許
し
ま
す
。

○
□
□
□
□
議
員

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
議
案
第
○
○
号
○
○
○
○
に
つ
い
て
質
疑
し

ま
す
。

･･･

○
□
□
□
□
議
長

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
□
□
□
□
議
長

質
疑
は
ほ
か
に
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
の
で
、
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま

す
。議

案
第
□
□
号
か
ら
議
案
第
□
□
号
ま
で
は
、
議
案
付
託
表
の
と
お
り
そ
れ
ぞ
れ
所
管
の

常
任
委
員
会
に
付
託
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
報
告
第
□
号
か
ら
報
告
第
□
□
号
ま
で
は
、
以
上
を
も
っ
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

三
、
委
員
長
報
告
が
行
わ
れ
た
場
合

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

日
程
第
□

議
案
第
□
□
号
か
ら
議
案
第
□
□
号

○
□
□
□
□
議
長

日
程
第
□
、
議
案
第
□
□
号
か
ら
議
案
第
□
□
号
ま
で
を
議
題
と
い
た

し
ま
す
。

］

］］］

］

］］］

・市長が答弁する場合は、1問目のみ演壇で行い、

2問目以降の答弁は、自席で行う

（市長以外の当局職員が1問目を答弁する場合は

自席で行う）

・一般質問は、1問目のみ演壇で行う

（演壇での発言は、（登壇）、（降壇）で表現）

］］

・当局職員の最後の発言で、「以上でございま

す。」、「以上です。」は改行を行う

］］］］

］］ ］］］

］］］

］

］

］

］

］

］］

・質疑は、演壇で行わない

］
］
］
］



－ X －

こ
の
際
、
本
案
件
に
つ
い
て
各
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

ま
ず
、
総
務
財
政
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

○
□
□
□
□
総
務
財
政
委
員
長

（
登
壇
）
総
務
財
政
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議

案
に
つ
い
て
、
そ
の
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
議
案
第
□
□
号

令
和
□
年
度
宮
崎
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
○
号
）
案
の
う

ち
、
第
一
条
第
一
項
、
第
一
条
第
二
項
第
一
表
中
歳
入
全
部
、
歳
出
の
う
ち
宮
崎
市
議
会
委

員
会
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
所
管
分
、
第
二
条
第
二
表
中
追
加
第
二
号
及
び
変
更
第
二
号
、

第
三
条

に
つ
き
ま
し
て
は
、
採
決
の
結
果
、
全
員
一
致
を
も
っ
て
、
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

･･･

議
案
第
□
□
号

□
□
□
□
に
つ
い
て

議
案
第
□
□
号

□
□
□
□
に
つ
い
て

以
上
、
二
件
の
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
別
段
異
議
な
く
、
全

員
一
致
を
も
っ
て
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
で
、
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。
（
降
壇
）

四
、
討
論
が
行
わ
れ
た
場
合

○
□
□
□
□
議
長

質
疑
は
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
の
で
、
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
よ
り
、
討
論
に
入
り
ま
す
。

討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
す
の
で
、
順
次
、
こ
れ
を
許
し
ま
す
。

ま
ず
、
□
□
□
□
議
員
の
発
言
を
許
し
ま
す
。

○
□
□
□
□
議
員

（
登
壇
）
□
□
会
の
□
□
□
□
で
す
。
議
案
第
□
□
号
□
□
□
□
に
つ

い
て
、
賛
成
の
立
場
で
討
論
を
行
い
ま
す
。

･･･

こ
の
議
案
に
賛
成
を
い
た
し
ま
す
。
（
降
壇
）

○
□
□
□
□
議
長

ほ
か
に
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
□
□
□
□
議
長

討
論
は
ほ
か
に
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
の
で
、
討
論
を
終
結
い
た
し
ま

す
。

五
、
委
員
会
・
議
員
提
出
議
案
が
行
わ
れ
た
場
合

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

日
程
第
□

議
員
提
出
議
案
第
□
号

○
□
□
□
□
議
長

日
程
第
□
、
議
員
提
出
議
案
第
□
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

こ
の
際
、
提
出
者
を
代
表
し
て
、
□
□
□
□
議
員
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
願
い
ま
す
。

○
□
□
□
□
議
員

（
登
壇
）
た
だ
い
ま
上
程
に
な
り
ま
し
た
議
員
提
出
議
案
第
○
号
に
つ

き
ま
し
て
、
提
出
者
を
代
表
し
提
案
理
由
の
説
明
を
い
た
し
ま
す
。

案
文
を
朗
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
提
案
理
由
の
説
明
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

□
□
□
□
□
を
求
め
る
意
見
書
案

い
ま
地
方
自
治
体
に
は
、･･････

の
確
立
を
目
指
す
よ
う
、
以
下
の
事
項
の
実
現
を
求
め

る
。

記

一
、
□
□
□
□
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

二
、
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
を
行
う

こ
と
。

三
、
□
□
□
□
十
分
な
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。

四
、
□
□
□
□
□
、
そ
の
見
直
し
、
検
討
を
行
う
こ
と
。

五
、
□
□
□
□
□
、
財
源
確
保
を
図
る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

令
和
□
年
□
月
□
□
日

宮

崎

市

議

会

・各委員長報告は、演壇で行う

（演壇での発言は、（登壇）、（降壇）で表現）

］

］

］］

・議案が２つ以上のときは、改行する

］ ］］

］

］］］］

］

］］］

］

］

］

］

］
］

］］］

・委員長・議員提出議案の提案理由説明は、演壇で行

う（演壇での発言は、（登壇）、（降壇）で表現）

］

］

］

］

］

］

］

］

］

・討論は、演壇で行う

（演壇での発言は、（登壇）、（降壇）で表現）

・漢数字に書き換えること

］
］
］
］

］
］
］

］
］
］
］
］
］
］
］
］
］
］

］
］
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衆
議
院
議
長

参
議
院
議
長

内
閣
総
理
大
臣

殿

財

務

大

臣

総

務

大

臣

（
財
政
）

以
上
で
あ
り
ま
す
が
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
御
賛
同
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。
（
降
壇
）

○
□
□
□
□
議
長

説
明
は
お
聞
き
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
□
□
□
□
議
長

質
疑
は
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
の
で
、
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

本
件
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の
付
託
を
省
略
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
□
□
□
□
議
長

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
お
諮
り
い
た
し
ま
し
た
と
お
り
決
し
ま
し
た
。

六
、
発
言
取
消
し
が
行
わ
れ
た
場
合

○
□
□
□
□
議
員

以
上
で
「
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
（
百
二
十
八
字
抹
消
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
」
で
す
。

七
、
発
言
訂
正
が
行
わ
れ
た
場
合

○
□
□
□
□
議
員

平
成
□
年
、
令
和
□
年
で
は
、

八
、
議
長
（
副
議
長
）
が
辞
任
さ
れ
た
場
合

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

日
程
第
○

議
長
の
辞
職
に
つ
い
て

○
□
□
□
□
副
議
長

日
程
第
□
、
議
長
の
辞
職
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

□
□
□
□
議
員
の
退
席
を
求
め
ま
す
。

〔
□
□
□
□
議
員
退
席
〕

○
□
□
□
□
議
長

ま
ず
、
局
長
に
辞
職
願
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
□
□
□
□
議
会
事
務
局
長

朗
読
い
た
し
ま
す
。

辞

職

願

今
般
、
議
長
を
辞
職
し
た
い
か
ら
、
許
可
さ
れ
る
よ
う
会
議
規
則
第
百
三
十
六
条
の
規
定

］］］］］］］

・提出先名は、一番長い名称の数に合わせて均等割
※（）で記載するものは、均等割しない

・「殿」の位置は、全ての提出先の真ん中に記載

］

］］

］

］］］

］

］

１ 発言の途中で誤りに気付き訂正した場合

・必要に応じて、訂正後の発言に整文する
※同議員の一般質問内で、当局職員の答弁の訂正の

発言があった場合も、訂正後の発言に整文する

２ 改めて発言の訂正があった場合

・原発言も、発言の訂正の発言も、そのまま記載

する

］

］

］

］

］

］

・「原本」は発言のまま記載し、「控え」は以下の

処理を行う

（控え）

・削除文字数分「…」を入力し、その字数内に

削除した文字数を「（○○字抹消）」を記載

］

］

］

］

］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］

］
］
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に
よ
り
願
い
出
ま
す
。

令
和
□
年
□
月
□
日

宮
崎
市
議
会
議
長

□
□

□
□

宮
崎
市
議
会
副
議
長

殿

以
上
で
あ
り
ま
す
。

○
□
□
□
□
議
長

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

□
□
□
□
議
員
の
議
長
辞
職
を
許
可
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
□
□
□
□
議
長

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
お
諮
り
い
た
し
ま
し
た
と
お
り
決
し
ま
し
た
。

□
□
□
□
議
員
の
出
席
を
求
め
ま
す
。

〔
□
□
□
□
議
員
出
席
〕

○
□
□
□
□
議
長

こ
の
際
、
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。

九
、
選
挙
が
行
わ
れ
た
場
合

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

副
議
長
の
選
挙

○
□
□
□
□
議
長

こ
れ
よ
り
副
議
長
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。

議
場
の
閉
鎖
を
命
じ
ま
す
。

〔
議
場
閉
鎖
〕

○
□
□
□
□
議
長

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
四
十
名
で
あ
り
ま
す
。

投
票
用
紙
を
配
付
さ
せ
ま
す
。

〔
投
票
用
紙
配
付
〕

○
□
□
□
□
議
長

投
票
用
紙
の
配
付
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
□
□
□
□
議
長

配
付
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
箱
を
改
め
さ
せ
ま
す
。

〔
投
票
箱
点
検
〕

○
□
□
□
□
議
長

異
状
な
し
と
認
め
ま
す
。

念
の
た
め
申
し
上
げ
ま
す
。

投
票
は
単
記
無
記
名
で
あ
り
ま
す
。

投
票
用
紙
に
被
選
挙
人
の
氏
名
を
記
載
の
上
、
点
呼
に
応
じ
て
順
次
投
票
願
い
ま
す
。

な
お
、
同
氏
、
同
名
の
議
員
に
お
い
て
、
氏
ま
た
は
名
の
み
を
記
載
し
た
も
の
は
無
効
と

い
た
し
ま
す
。

点
呼
を
命
じ
ま
す
。

○
□
□
□
□
議
会
事
務
局
長

点
呼
い
た
し
ま
す
。

□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員
、

□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員

･･･

〔
投

票
〕

○
□
□
□
□
議
長

投
票
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
□
□
□
□
議
長

投
票
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

議
場
の
閉
鎖
を
解
き
ま
す
。

〔
議
場
開
鎖
〕

○
□
□
□
□
議
長

開
票
を
行
い
ま
す
。

会
議
規
則
の
規
定
に
よ
り
、
立
会
人
に
□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員
を
指
名
い
た
し

ま
す
。

よ
っ
て
、
両
議
員
の
立
ち
会
い
を
願
い
ま
す
。

〔
開

票
〕

］

］

］

］

］

］

］

］］

］］

］

］

］

］

］］

］］］］］

］

］

］

］］

］

］］ ］

］

］

・議事日程にないものは、そのまま議事を

記載（「日程第一」等は入れない）

］
］
］

］
］
］
］
］
］

］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］

］
］



－ X －

○
□
□
□
□
議
長

選
挙
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

投
票
総
数

四
十
票

こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
出
席
議
員
数
に
符
合
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
う
ち

有
効
投
票

□
□
□
票

無
効
投
票

□
票

有
効
投
票
中

□
□
□
□
議
員

□
□
□
票

□
□
□
□
□
□
議
員

□
票

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
選
挙
の
法
定
得
票
数
は
十
票
で
あ
り
ま
す
。

よ
っ
て
、
□
□
□
□
議
員
が
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

た
だ
い
ま
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
□
□
□
□
議
員
が
議
場
に
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
本

席
か
ら
告
知
い
た
し
ま
す
。

〔
□
□
□
□
議
員
挨
拶
の
た
め
離
席
〕

○
□
□
□
□
議
員

皆
様
、
た
だ
い
ま
副
議
長
に

･･･

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

〔
拍

手
〕

十
、
各
委
員
会
の
委
員
、
開
催
場
所
、
正
副
委
員
長
の
決
定
が
行
わ
れ

た
場
合

○
□
□
□
□
議
長

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
お
諮
り
い
た
し
ま
し
た
と
お
り
決
し
ま
し
た
。

こ
の
際
、
報
告
い
た
し
ま
す
。

□
□
□
□
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
議
長
に
お

い
て□

□
□
□
委
員
会
委
員
に

□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
員

□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
員

□
□
□
□
議
員
、
□
□
□
□
議
員
の
十
名
を

･･･

以
上
の
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
指
名
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
報
告
い
た
し
ま
す
。

□
□
□
□
委
員
会
は
、
休
憩
中
に
委
員
会
を
開
催
し
、
正
副
委
員
長
の
互
選
を
行
い
、
議

長
の
手
元
ま
で
報
告
願
い
ま
す
。

□
□
□
□
委
員
会
の
開
催
場
所
は
、

□
□
□
□
□
□
□
□
委
員
会

第
一
委
員
会
室

□

□

□

□

委

員

会

第
二
委
員
会
室

･･･

で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

こ
の
際
、
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。

午
前
○
時
○
○
分
休
憩

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

午
後
○
時
○
○
分
開
議

○
□
□
□
□
議
長

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。

休
憩
中
に
開
か
れ
ま
し
た
□
□
□
□
委
員
に
お
い
て
、
正
副
委
員
長
互
選
の
結
果
、
次
の

と
お
り
決
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。

□
□
□
□
□
□
□
□
委
員
長

□
□
□
□
議
員

同
副
委
員
長

□
□
□
□
議
員

□

□

□

□

委

員

長

□
□
□
□
議
員

同
副
委
員
長

□
□
□
□
議
員

以
上
で
あ
り
ま
す
。

］
］

］
］

］］］］］］］

］

］

］

］

］

］］］ ］

］］］］

・一番長い議員名から１字スペースを入れて、

票数を記載

・票数の高さを合わせる

・一番長い委員会名で、均等割する

・委員会室は委員会名から１字スペースを入れて記載

］］

］

］

］］］

・一番長い委員会名で、均等割する

・議員名は正副委員長の役職名から2字スペースを

入れて記載

］

］

・議員の氏名が同じ行になるよう改行をする

］
］

］
］

］
］
］

］
］

］
］

］
］
］
］

］
］
］
］

］
］

］
］

］
］

］
］

］
］


